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中退率

令和7年12月1日

963-8026

024-933-0808
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人平成医療学園 平成13年3月30日 岸野　雅方 大阪府大阪市北区豊崎7-7-17
531-0072

06-6375-7773

福島医療専門学校 平成12年12月4日 飯島　正治 福島県郡山市並木3丁目2番地23

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

医療 医療専門課程 歯科衛生士科１部 平成19(2007)年度 - 平成28(2016)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

学科の目的
本校は教育基本法および学校教育法に従い専修学校教育を行うと共に、「医は仁術である」という医療の原点に立ち、徳義の涵養と人間性尊厳の実践という理念を掲げて
指導にあたっています。歯科衛生士に必要な知識、技術を習得させる実践的な専門教育を行いつつ、医療に奉仕する心と豊かな人間性を養い、「ちえ・わざ・こころ」を兼ね
備えた社会に貢献できる真の医療人の育成を目的としています。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）
歯科衛生士

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

3 昼
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和6年度卒業生）

33
■地元就職者数 (F) 23
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

70

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 33
■就職希望者数 (D)　　　　　： 33
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和7年10月1日時点の情報）

■主な就職先、業界等

歯科医院、病院歯科、その他

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） -

13

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.f-iryo.ac.jp/shika

100
■進学者数 0
■その他

0

うち企業等と連携した演習の単位数 0

うち必修単位数 13

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数 -

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 -

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 -

総単位数 13

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数 13

-

うち必修授業時数 -

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 -

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数） 0

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において
その担当する教育等に従事した者であって、当該専門課
程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六
年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 7

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 2

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 9

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の
実務の能力を有する者を想定）の数

9

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体： - -
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ -



種別

①

③

③

③

③

①

③

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

小池　一幸 事務次長 -

鍼灸科学科長

中沢　良平
一般社団法人　福島県鍼灸師会　監事
一寸法師ハリ治療院　院長

令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

柳沼　きそ子 鈴木歯科医院　勤務
令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

渡邉　亮輔 全国柔整鍼灸協同組合　東北事務所　主任

-

鬼越　勇人 事務長 -

千木良　美歩

今泉　正子

松岡　伸幸
つつみ鍼灸整骨院　院長
福島鍼灸マッサージ協同組合　監事

令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
次代を担う歯科医療従事者の育成を目指し、連携している実習施設の現場において学んできた基本知識・技能が一体化するよう実際
の人を対象として応用学習し、さらに学内では学び難い社会人としてのマナーや医療人としての倫理観を涵養し、もって求められる資
質を総合的な学習、体得することを基本方針とするものである。具体的には卒業直後において、歯科衛生士として人物的にふさわしく、
かつ専門職を実践できる基礎的能力を体得していることを到達目標とする。
教育課程3年次臨地実習Ⅱにおいては、医療、保健、福祉など多岐実習施設で6ヶ月間の臨地実習を実施するが、この間に施設側実
習指導者からは実習評価を、一方学校側教員からは巡回指導を通じての意見を得る。それらを整理分析し更なる実習内容の改善・向
上に反映させる。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程編成委員会は、福島医療専門学校の学内責任者と業界団体や企業等の役職員から成る企業等委員で構成され、双方が自
身の立場に則した建設的な意見を述べ、より良い教育課程の編成を行うために相互補完し協力するものと位置付けている。
教育課程編成委員会は原則9月と2月にそれぞれ以下の手順・内容で行うことを基本とする。

【9月】前期の授業内容をふまえた次年度に向けた教育内容の問題点と改善点の抽出
学内責任者より各科の教育課程、教育内容の報告を行い、前もって集約していた柔整科・鍼灸科・歯科衛生士科それぞれの意見と展
望を委員会で公表する。企業等委員の見解を求めながら、現行教育課程における問題点や改善点について発展的な意見交換をし、
教育内容の改善・修正・変更について検証すると共に、必要に応じて新教育課程の原案を策定し、教務会（科長会議）へと投げかけ
る。
委員会で策定した原案を基にして、さらに教務会（科長会議）で協議をし、次年度の教育課程を決定する。

【2月】次年度教育課程の報告と教育計画における重点目標の協議
柔整、鍼灸・歯科衛生の専門分野に関する最新情報や業界団体の動向、今後の展望について企業等委員の情報提供を基にして把握
すると共に、それらの専門的知識や注意点を次年度の専門教育へ活かすことができるよう次年度教育計画における重点目標を協議
する。
委員会で策定した重点目標は教務会（科長会議）で報告し、校長の下で教務運営に活用する。委員会での協議の後、学内で教育課程
への変更が決定した場合、翌年9月末までに県へ教育課程の変更承認申請を行う。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

熊田　勝 くまだ接骨院　院長
令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

令和7年10月1日現在

名　前 所　　　属 任期

玉川　春美
公益社団法人日本歯科衛生士会　地域保健
委員

令和7年10月1日～令和8年9
月30日（1年更新）

令和7年10月1日～令和8年9
月30日（1年更新）

小黒　幸子 福島県歯科衛生士連盟　理事
令和7年10月1日～令和8年9
月30日（1年更新）

飯島　正治 校長 -

齊藤　慎吾 教務部長 -

鈴木　英明 教務副部長 -

柴田　佐智子 教務副部長 -

後藤　陽正 柔整科学科長

歯科衛生士科学科長



（年間の開催数及び開催時期）

学生教育においては、直接携わる教員の資質の向上が望まれる。高度な専門知識や技術の習得のみならず、医療専門職として豊か
な人間性と柔軟な対応のできる科学的思考力を養うことを基本方針とする。即ち、企業・業界団体等が開催する研修会や講習会に参
加させ、マネージメント能力や授業力及び学生に対する指導力の修得・向上を図る。また、業界の変化やニーズを把握すると共に、最
新の技術や知識の習得に努める。なお、教育の場にフィードバックできるよう研究能力の素地作りに努めることとする。

臨地実習Ⅱ

科　目　概　要

アート歯科　他

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
１．臨地実習開始にあたり毎年「臨地実習修了報告ならびに次年度実習打合せ会」を開催し、得られた資料に基づき実習内容に関す
る見直しや意見交換を行い、学習内容の充実と実習施設間の連携のためにフィードバックする。
２．臨地実習Ⅱにおいては、各学生につき2カ所の歯科医院での実習を義務付けているため、継続的で一貫性のある実習のためには
次施設への実習内容やその習熟度等の諸情報の引継ぎが必要不可欠である。そこで、これらの資料に加え各期間における到達目標
の達成度の判定や評価を各学生の情報ファイルとして収め次施設へ転送することとする。
３．実習内容の統一化を図る方法として、臨床実習の指導目標を期間別に設置し対応法として明示する。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例
企業連携の方法

１．【校内】企業等から
の講師が全ての授業
を主担当

口腔保健の専門家を指向して、学内
で習得した知識・技術・態度を臨床お
よび臨地実習の場において、ニーズ
に応じた歯科衛生が実践できる能力
を身に付ける。更に臨地実習を通して
さまざまな対象者や関連他職種の
方々と積極的に関わり、あわせて医
療人として、また社会人としての自覚
を涵養する。

歯科衛生士を取り巻く社会の変化と、人々の健康観の高まりにより、歯科衛生士の業務内容も多様化している。近年、口腔疾患と全身
疾患との関係は、多くの人々が知るところとなってきている。そこで、臨床の実践の場において、先ず業務内容や手順・重要性を学び、
続けて歯科予防・歯科保健指導業務から、ライフステージや個人の口腔内の状況にあった計画・治療法を総合的に実習する。その為
には、一貫性のある実習内容を目的とし、３ヶ月間毎の臨床実習習熟度を前施設指導者から次施設指導者へ申し送りファイルを活用
し連携を図る。また、実習期間中は教員が各実習施設へ出向き、指導者からの評価から指導内容を確認し、学生にフィードバックし知
識・技術の向上を図る。

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

教育課程編成委員会にて、教育内容の報告と内容確認および意見の集約を図っている。なお、教育課程編成員会の意見は他分野出
身委員の意見も参考にしつつ、カリキュラム再編時の新科目作成や担当教員が教授する授業内容に反映させている。
特に歯科衛生士科科全体で共有が必要な内容については、学科長を中心に所属する科の連絡会議で共有され、学校が定める重点教
育目標の達成に活用されている。
2学年時の学会などへの参加は学内では学ぶ事が出来ない体験にもつながる事から、様々な経験ができるカリキュラムを継続すること
に。また産学連携など多職種と連携も継続していくことに。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（9月、2月）

科　目　名 連　携　企　業　等

（開催日時（実績））
第16回　令和6年9月8日(日)　10時00分～11時56分
第17回　令和7年2月16日(日)　13時00分～14時58分
第21回　令和7年9月21日(日)　10時00分～12時10分

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

大会テーマは「ライフコースを通した健口文化の醸成」。シンポジウムはメインテーマと連動して「健口文化
を見据えたライフコースアプローチ－臨床と地域保健の融合－」。ハイブリッド開催（会場＋オンデマンド配
信）
 「なぜ今、歯科衛生士に摂食嚥下リハビリテーションが求
められるのか！？～明日からの臨床ですぐ使える知識と
（簡易的な）アプローチ～」

連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

2024年9月29日（日） 対象： 専任教員

高価な道具を準備することなく、難 しい手技にとらわれず、簡易的ですぐ使えるアプローチ法を身につけ
る。明日からの臨床で役立てられるような内容。ZOOM を使用したオンラインセミナー、または会場で
ZOOM 映像を視聴する。

日本歯科衛生学会　第19回学術大会 連携企業等： 日本歯科衛生学会、公益社団法人日本歯科衛生士会

2024年9月21日（土）～23日（月・休） 対象： 専任教員

①専攻分野における実務に関する研修等

口腔内環境に影響する病態、歯科治療で注意が必要な薬剤について。多種多様な薬剤が存在する中、特
に歯科診療に影響がある薬剤の作用機序や副作用について。歯科衛生士もお薬手帳や会話から服用し
ている薬や副作用などを確認することの大切さ。口腔管理やブラッシング指導する上で既往歴や服用して
いる薬剤情報について理解を深めることについて。ZOOM を使用したオンラインセミナー、または会場で
ZOOM 映像を視聴しての聴講。

実践歯周治療～日本大学歯学部 佐藤秀一先生～ 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

歯科に関連する薬剤～いつもの歯科診療の一歩先へ～ 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

2024年5月19日（日）

（２）研修等の実績

日本歯科衛生学会、公益社団法人日本歯科衛生士会

2025年11月2日（土）～3日（日） 対象： 専任教員

　メインテーマ：歯科医療DXで変わる！歯科衛生士の未来　－知る，活用する，つながる－

対象： 専任教員

第25回日本歯科医学会学術大会 連携企業等： 日本歯科医師会、日本歯科医学会

日本歯科衛生学会　第20回学術大会 連携企業等：

福島県歯科衛生士会　令和7年度第1回研修会 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

対象： 専任教員

歯科イノベーションによる新時代の創生

2024年7月7日（日） 対象： 専任教員

歯周病の検査や分類、基本治療などの基礎的な内容から、歯周病と全身疾患の関係について。　実際の
症例写真やデータを踏まえて。臨床で携わることが多い歯周病について、歯科衛生士は口腔内を診るだけ
でなく、既往歴や服薬、普段の生活なども確認することが歯周病治療をする上で極めて重要なことである。
ZOOM を使用したオンラインセミナー、または会場で ZOOM 映像を視聴しての聴講。

②指導力の修得・向上のための研修等

配信日時：8月31日（日） 対象： 専任教員

テーマ:「歯科衛生士が育てる小児歯科医　小児・障害児の特徴と子どもを守るための基本事項」

2025年9月26日（金）～28日（日）

第15回　日本歯科衛生士教育学会総会・学術大会
　（歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ）

連携企業等： 　日本歯科衛生教育学会

2024年11月30日（土）～12月1日（日） 対象： 専任教員

テーマ「歯科衛生学教育の多様性と可能性の探究
　　　　～社会的ニーズに応えられる教育としての歯科衛生学の多様性と可能性を探る～」

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

福島県歯科衛生士会　令和7年度第3回研修会 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

福島県歯科衛生士会　令和7年度第2回研修会 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

2025年7月27日（月） 対象： 専任教員

テーマ：「歯周病予防と治療は全身の健康に寄与する」

2025年6月1日 対象： 専任教員

テーマ：「唾液の力を知り、活かし、健康を守るーその最前線へようこそ！」
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（３）学校関係者評価結果の活用状況
学校関係者評価は、学校の自己評価の客観性の透明化を高めることを目的とする基本ベースの下、外部の学校に関係する方々と学
校が一緒に本校の客観的状況と今後の学校運営を考える大切な情報であると認識している。よって学校関係者評価の結果を内容に
応じた部門会議で共有され、課題の抽出や対応策の検討に役立てている。具体的には委員の意見により、自己評価の項目に「ハラス
メント対策」を確認する項目を新たに設けたことに加え、原級留置者や退学者の推移について意見をいただき、学生面談の実施方法
や内容を検討しつつ、また授業に学生が興味を持てるような内容を盛り込み、職業観を持たせて退学者の抑制に繋げられるよう取り組
むことを協議した。また新型コロナ感染症の影響を鑑みて、学校としての感染予防対策を今後の自己評価項目に盛り込んだ。

（９）法令等の遵守 法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流 -

※（１０）及び（１１）については任意記載。

テーマ：　「認知症高齢者の食支援〜歯科訪問・外来での対応」

療育援助セミナー　（自閉症とコミュニケーション障害児・者） 連携企業等： 福島県自閉症協会

演題：「社会的カモフラージュ～得られるものと失うもの」
　　　　　～自閉スペクトトラムのある人のQOLはどうすれば保障できるのか～

2025年11月2日（土）～3日（日） 対象： 専任教員

 福島県歯科衛生士会研修会　令和７年度第４回研修会 連携企業等： 一般社団法人福島県歯科衛生士会

2025年12月14日（日） 対象： 専任教員

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（２）学校運営 学校運営

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
学校関係者評価は、自らの教育活動の現状を把握し進むべき方向を確認するために、学校教職員だけでなく、外部の本校卒業生・業
界関係者にも協力いただき、客観的な評価を得て自らの教育活動への理解を深める業務であると考える。学校関係者評価は、自己評
価の客観性・透明性を高めるためのものであり、その結果は学校運営に反映されるべきものであると考える。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

歯科衛生士専任教員講習会Ⅴ 連携企業等： 　一般社団法人　全国歯科衛生士教育協議会

2025年10月25日（土）～26日（日） 対象： 専任教員

専任教員の指導能力を充実し、歯科衛生士の資質の向上をはかることを目的としている講習会。
歯科衛生士学校・養成所において主として、その実技教育を担当している専任教員の指導力を充実し、歯
科衛生士の資質の向上を図ることを目的とした内容。講義・ワークショップ。

第16回　日本歯科衛生士教育学会総会・学術大会
（歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ）

連携企業等： 　日本歯科衛生教育学会

2025年12月6日（土）～12月7日（日） 対象： 専任教員

テーマ「時代のニーズに応える歯科衛生学教育を考える インターフェイスの視点より」

（１）教育理念・目標 教育理念・目標

（６）教育環境 教育環境
（７）学生の受入れ募集 学生の受入れ募集
（８）財務 財務

（３）教育活動 教育活動
（４）学修成果 学修成果
（５）学生支援 学生支援



種別
業界団体の
役職員

卒業生

企業等委員

企業等委員

企業等委員

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
令和7年10月1日現在

名　前 所　　　属 任期

玉川　春美
公益社団法人　日本歯科衛生士会　地域保健委
員

令和7年10月1日～令和8年9
月30日（1年更新）

山本　忠臣 善用堂メディカルケア　代表取締役
令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

安積野さんぺい整骨院　院長
令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

松岡　伸幸
つつみ鍼灸整骨院　院長
福島鍼灸マッサージ協同組合　監事

令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

加藤　めぐみ わたなべ歯科医院勤務
令和7年6月1日～令和8年5月
31日（1年更新）

三瓶　直之

（１）学校の概要、目標及び計画 （１）教育理念、学校沿革

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.f-iryo.ac.jp/schoolinformation/disclosure
公表時期： 令和7年11月末日までに学校HPで公表する

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

公表時期： 年度が変わる4月以降、順次最新の情報に更新する

（１１）その他 （１１）シラバス・成績分布、（１２）高等教育無償化に係る公開情報
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務 （９）学校の財務
（９）学校評価 （１０）学校評価
（１０）国際連携の状況 -

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.f-iryo.ac.jp/schoolinformation/disclosure

（５）様々な教育活動・教育環境 （５）職業実践専門課程、（６）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 （７）学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援 （８）学生納付金

（２）各学科等の教育 （２）入学者の受入方針、在校生数
（３）教職員 （３）教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育 （４）キャリア教育・実践的職業教育

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
本校は職業学校であることから臨床に必要な技術の習得には専門分野である柔道整復の領域において、臨床経験豊かな治療家や業
界団体（企業等）の理解と関係強化が必要不可欠であると考える。業界団体の動向に着目し最新の情報を得ると共に、本校の教育活
動や学校の状況等を情報提供し、積極的な意見交換や情報交換を進め、また「専門学校における情報提供等の取組に関するガイドラ
イン」を踏まえ、企業等の関係者がより本校への理解を深められるよう実践した自己点検・自己評価の結果をホームページにて公開す
ることとしている。
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1 ○ 自然科学
広義での治療対象である「生命」を考える上で、リンクする生理学、解剖学と共に生体の構造・機能を
学習する。

1
前

32 2 ○ ○ ○

2 ○ 生命科学
身体をつくっている各種構造物の分子レベルの理解から、体内の動的な活動としてのエネルギー代謝や
物質代謝、遺伝子や細胞内の情報伝達の働きを学ぶ。

3
前

32 2 ○ ○ ○ ○

3 ○ 社会科学
歯学は自然科学には分類しにくいところがあり、社会学的要素がきわめて多く存在する。本科目では歯
科界での諸事象の意義を社会的背景としての諸要素、即ち、患者の自己決定権、生命倫理、医療事故防
止策等を考慮しつつ、社会的規範としての“法”を通して学ぶことを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

4 ○ 外国語
外国籍の患者さんに対する場面を想定し、チェアサイドで有用な英語表現や専門用語を学ぶ。また、外
国語の学びを通して、歯科医師を補助する立場である歯科衛生士が、患者さんと円滑なコミュニケー
ションを図ろうとする態度を身につけるようにする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

5 ○ 心理学
心理学の基本的・基礎的な知識から実際の医療現場で役立つ理論や心理学的な視点を身に付け、医療従
事者として人と関わる心理、カウンセリングのこころなどについて学習する。

1
後

32 2 ○ ○ ○

6 ○ 解剖学
人体解剖学とは、ヒトの正常な形態と構造を学ぶ必修の学問であり、ここでは肉眼的な構造を系統的に
学習していく。そして、解剖学用語やその構造を習得する中で、その由来や必然および法則性を理解す
る。

1
前

32 2 ○ ○ ○

7 ○ 組織発生学
組織学では、肉眼解剖学で学んだ形態および構造を顕微鏡的に細胞レベルで習得し、機能と構造の関連
性を追求する。また、発生学では受精卵から個体までの形態学的変化について口腔組織を中心に学ぶも
のとする。

1
後

16 1 ○ ○ ○

8 ○ 生理学
生理学は生命・生体の仕組みを考える学問である。授業では主にヒトの身体を構成する様々な組織や器
官の働きについて学習する。歯科衛生士として必要不可欠な生命の仕組みについて理解することを目的
とする。

1
前

16 1 ○ ○ ○

9 ○ 口腔解剖学Ⅰ
口腔解剖学では、系統解剖学的な知識をもとに口腔および口腔付近の名称やその構造を詳細に追求し、
歯科臨床での実用的な解剖学的知識を習得する。また、歯の形態や特徴も肉眼的および顕微鏡的に理解
する。

1
前

16 1 ○ ○ ○

10 ○ 口腔解剖学Ⅱ
口腔解剖学では、系統解剖学的な知識をもとに口腔および口腔付近の名称やその構造を詳細に追求し、
歯科臨床での実用的な解剖学的知識を習得する。また、歯の形態や特徴も肉眼的および顕微鏡的に理解
する。

1
後

32 2 ○ ○ ○

11 ○ 口腔生理学
口腔生理学は口腔の機能を考える学問である。授業では歯、歯周組織、咬合、咀嚼、唾液、味覚･口腔感
覚、発声を対象として学習する。歯科衛生士として必要不可欠な口腔機能を理解することを目的とす
る。

1
後

32 2 ○ ○ ○

12 ○
病理学・口腔
病理学

全身疾患を理解するための基礎知識として病理学概論を学習する。歯科口腔疾患を理解するための基礎
知識として口腔病理学を学習する。特にう蝕、歯周疾患では図示できる能力をつける。

1
後

32 2 ○ ○ ○

13 ○
薬理学・歯科
薬理学

処置や治療に際しては、高頻度に薬剤が使用されるため、基礎知識と共に、実際に使用されている薬剤
に関して学習する。

1
後

32 2 ○ ○ ○

14 ○
微生物学・口
腔微生物学

微生物の基本知識を学習する。歯科疾患の多くは細菌感染症、特に常在菌感染症であることを理解させ
る。感染、消毒、免疫の基本知識を学習する。

1
前

32 2 ○ ○ ○

15 ○ 隣接医学
高齢化社会が進み、全身疾患を有する症例が増加するなか、隣接他科での診療における特徴や、多職種
協働のための基礎・専門知識を学習する。

2
前

32 1 ○ ○ ○

16 ○
衛生学・公衆
衛生学

環境中の種々の有害要因が健康に及ぼす影響、ライフステージにおける健康問題を把握する。さらに、
人々が健康であるために必要な疾病予防の概念、疾病の原因を追求する疫学研究、保健医療制度の基礎
知識を身につける。

1
前

32 1 ○ ○ ○

17 ○ 口腔衛生学Ⅰ
歯・口腔の異常や疾病を予防することの意義を学び、さらに歯・口腔組織の構造と機能の理解に基づい
て、それらの健康保持、増進の手段を総論的に学ぶ。その上で口腔清掃の意義と種類、各種歯科疾患の
疫学、齲蝕の予防法につき基礎面および応用面から学ぶ。

1
後

32 2 ○ ○ ○

18 ○ 口腔衛生学Ⅱ

齲蝕予防法としてのフッ化物応用について、予防効果と予防メカニズムならびに各種応用法を学ぶ。さ
らに歯周病および口腔癌や顎関節等の疾患や障害等についても実態、原因、予防手段を学ぶ。またライ
フステージごとに必要な口腔保健管理を学ぶ。さらに歯科疾患の情報収集に必要な指数の意味、診断基
準、評価法を学ぶ。

2
前

32 2 ○ ○ ○ ○

19 ○ 口腔衛生学Ⅲ
ライフステージの口腔の健康維持・増進ならびに口腔疾病・異常の予防について、地域の個人および集
団に対する公衆衛生学的側面から学ぶ。地域保健・地域歯科保健の新たな概念であるヘルスプロモー
ションやソーシャル・キャピタルなどを理解し、地域保健活動に実践できるような能力を習得する。

2
後

16 1 ○ ○ ○

20 ○ 歯科統計学
疫学情報を理解し歯科保健活動に活用できる能力を養う。統計学の基本となる、記述統計および分析統
計の基本を歯科関連データを教材にして学ぶ。う蝕、歯周疾患および歯口清掃状態などの疾患・状態を
表す疫学指標の統計学的な意義・活用法について学習する。

2
後

16 1 ○ ○ ○

21 ○ 社会歯科学
歯科三法を中心にした法体系の基礎を学習し、法的思考を身につける。あわせて、社会保障制度の枠組
みおよび具体的な知識を習得することを目標とする。

3
後

16 1 ○ ○ ○
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22 ○
歯科衛生士概
論

歯科衛生学について理解し、歯科衛生業務を有効に展開するために必要な知識や行動・考え方の全体像
を学び、科学的な裏付けをもって歯科衛生活動を行う意味を学ぶ。また、チーム医療について理解し、
歯科衛生士と他職種との連携について学ぶ。

1
前

16 1 ○ ○ ○

23 ○ 歯科臨床概論
歯科衛生士科の学生が歯科の諸科目を学ぶに当たっては、歯科臨床についておおよその理解をもって臨
むことが望ましい。歯科医学や歯科医療への入門案内とともに歯科衛生士の役割を学ぶ。

1
後

16 1 ○ ○ ○

24 ○ う蝕学
歯科の２大疾患の１つである齲蝕をはじめとする歯の硬組織疾患、それに継発する歯髄病変や根尖性歯
周病変について病態の把握・診断と各種治療方法ならびに予防やメインテナンスについて学ぶことを目
的とする。あわせて、その分野での歯科衛生士の役割を学ぶようにする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

25 ○ 歯周病学

口腔領域の２大疾患の１つであり、近年ますます増加傾向にある歯周病について、先ずは歯周組織の形
態と機能、疾患の分類と病因、全身疾患との関係等を学ぶ。さらに歯周治療に必要な診査、診断、治療
法の実際を学び、あわせて本分野において、ことさらに重要なものとなっている歯科衛生士の役割を学
ぶ。

2
後

32 2 ○ ○ ○

26 ○ 歯科補綴学
歯科補綴は日々の臨床での頻度も高いため、しっかりとした基礎知識を習得し、歯科補綴の診療を補助
し得るだけの能力を身につけることを目標とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

27 ○
口腔外科学・
歯科麻酔学

口腔外科の多彩な病態を理解する。処置、手術の術式を理解し、それに必要な基本器具を理解する。歯
科麻酔の術式、使用薬剤、救急処置を理解する。

2
前

32 2 ○ ○ ○

28 ○ 小児歯科学
小児歯科に関する基礎知識を習得し、臨床を補助し得るだけの能力を身につけることを目標とする。基
礎知識では、特に小児期の成長・発達、永久歯列完成までの咬合変化を習得する。

2
前

32 2 ○ ○ ○

29 ○ 歯科矯正学
矯正歯科に関する基礎知識（顎顔面頭蓋や歯・歯列・咬合の成長発育）を習得し、不正咬合の診断・治
療計画、予防、治療の実際について学習し、また矯正歯科臨床における歯科衛生士の役割についても学
習する。

2
前

32 1 ○ ○ ○

30 ○ 歯科放射線学 歯科放射線学の基礎知識を習得し、歯科衛生士が果たすべき役割を学ぶことを目標にする。
2
後

16 1 ○ ○ ○

31 ○
歯科予防処置
論Ⅰ

う蝕や歯周病などの口腔疾患を予防し、口腔保健を向上させるために必要となる基本的な知識を身につ
ける。
対象となる組織の健康（正常）像を認識し、歯科衛生士が歯や歯周組織の疾患を予防するためにするた
めに行う、予防的歯石除去法、う蝕予防処置法などの基礎知識について、総合的に学習することで理解
する。

1
前

32 2 ○ ○ ○

32 ○
歯科予防処置
論Ⅱ

う蝕や歯周病などの口腔疾患を予防し、口腔保健を向上させるために必要となる基本的な知識を身につ
ける。
対象となる組織の健康（正常）像を認識し、歯科衛生士が歯や歯周組織の疾患を予防するためにするた
めに行う、予防的歯石除去法、う蝕予防処置法などの基礎知識について、総合的に学習することで理解
する。

1
後

16 1 ○ ○ ○

33 ○
歯科予防処置
論Ⅲ

臨地実習に向けて、適切な歯科予防ができるように知識の習熟を図る。更に各種検査法を学び、科学的
根拠に基づく患者指導・説明を臨床の場において活かせるよう能力を養う。

2
後

16 1 ○ ○ ○

34 ○
歯科予防処置
論Ⅳ

臨地実習で培った多くの経験から、歯科衛生士として必要な知識と技術を確認した上で、1・2年次で学
習した内容を再復習し、歯科予防処置について理解を深める。

3
後

16 1 ○ ○ ○

35 ○
歯科予防処置
実習Ⅰ

歯科医療において、治療から予防重視へと変わり、歯科衛生士としてどのように関わっていくのかを、
講義、実習を重ねながら理解し、「予防的歯石除去」「う蝕予防処置」について基本的手技をマネキ
ン・模型や相互実習で習得をする。

1
通

32 1 ○ ○ ○

36 ○
歯科予防処置
実習Ⅱ

予防的歯石除去法では、診査・探査・プロービング・スケーリング・ルートプレーニング・探査・歯面
研磨までの一連の流れの中で機械的操作に習熟し、口腔内で的確な操作を養うために、患者・補助者・
術者を通じた相互実習で確認を行っている。

2
前

32 1 ○ ○ ○

37 ○
歯科予防処置
実習Ⅲ

予防的歯石除去法では、診査・探査・プロービング・スケーリング・ルートプレーニング・探査・歯面
研磨までの一連の流れの中で機械的操作に習熟し、口腔内で的確な操作を養うために、患者・補助者・
術者を通じた相互実習で確認を行っている。

2
後

32 1 ○ ○ ○

38 ○
歯科保健指導
論Ⅰ

歯科衛生士の主要業務である歯科保健指導の意義・目的を正しく理解し、歯科保健行動の変容へつなぐ
ために必要な歯科衛生過程の基礎を身につける。

1
後

16 1 ○ ○ ○

39 ○
歯科保健指導
論Ⅱ

ライフステージ別歯科保健指導法、口腔清掃指導法等を実習により体得し、実践の基礎力（観察・対象
把握・判断・計画立案・伝達の技術力等）を身につける。

2
前

16 1 ○ ○ ○

40 ○
歯科保健指導
論Ⅲ

ライフステージ別歯科保健指導法、口腔清掃指導法等を実習により体得し、実践の基礎力（観察・対象
把握・判断・計画立案・伝達の技術力等）を身につける。

2
後

32 2 ○ ○ ○

41 ○
歯科保健指導
論Ⅳ

歯科保健指導論Ⅰ、Ⅱで学んだ内容を基礎として、総合基礎力の確認と個別対象に合わせた実践応用力
を身につける。

3
後

16 1 ○ ○ ○

42 ○ 栄養指導
栄養学の基本である食物の消化吸収に伴う体内での生理学的な過程に基づく食生活上の改善指導を、系
統的に分かりやすくかつ化学的に指導できるよう学ぶ。

3
後

16 1 ○ ○ ○

43 ○
高齢者・障害
者歯科学Ⅰ

わが国では現在、超高齢社会を迎えている。また幅広い年齢層にわたって障害者といわれる人々が存在
している。これら高齢者、障害者の社会的位置付け、全身的・歯科的・精神的特徴、社会的問題等を有
機的に結びつけて学ぶ。これらを踏まえて歯科衛生士にとって必要な歯科診療と診療補助上の留意事項
ならびに患者への接し方などを学ぶようにする。

3
前

32 2 ○ ○ ○ ○



44 ○
高齢者・障害
者歯科学Ⅱ

口腔内の衛生状態と摂食嚥下障害の重症度はほぼ並行している。そのため、引き起こす疾患や障害との
関連性を学び歯科衛生士が関わることが出来る機能訓練などを習得する。

3
後

16 1 ○ ○ ○

45 ○
歯科診療補助
論Ⅰ

歯科衛生士が行う業務の中で最も多い分野である歯科診療補助を実践する為に、必要な基礎知識の習得
を目指す。
主な内容は「歯科衛生士が術者として患者に対応する業務」と「歯科医の求めに応じて歯科診療の介添
えをする業務」からなっている。それらについて学び実践できるように基礎力を養成する。

1
前

32 2 ○ ○ ○

46 ○
歯科診療補助
論Ⅱ

歯科衛生士が行う業務の中で最も多い分野である歯科診療補助を実践する為に、必要な基礎知識の習得
を目指す。
主な内容は「歯科衛生士が術者として患者に対応する業務」と「歯科医の求めに応じて歯科診療の介添
えをする業務」からなっている。それらについて学び実践できるように基礎力を養成する。

1
後

16 1 ○ ○ ○

47 ○
歯科診療補助
論Ⅲ

1年次で学んだ歯科診療補助の流れを具体的に習得し、主要材料の取り扱い特徴を理解しながら実践でき
ることを目標とする。

2
前

16 1 ○ ○ ○

48 ○
歯科診療補助
論Ⅳ

1・2年時に学習した歯科診療補助の総合分野を再確認し、総合的に歯科診療の流れとして理解すること
を目的とする。
歯科衛生士としての臨床に向けて、実践力を養い、常に向上心を持てる医療人になってもらうための礎
となる授業。

3
後

16 1 ○ ○ ○

49 ○
歯科診療補助
実習Ⅰ

歯科衛生士として診療を円滑に進行せさせるため、基本となる臨床科目の知識をしっかり身につけ、歯
科治療の手順を十分理解し、診療の流れに即して器材の的確かつ迅速な準備ができ、診療補助の基本的
技術を修得する。

1
前

32 1 ○ ○ ○

50 ○
歯科診療補助
実習Ⅱ

歯科衛生士として診療を円滑に進行せさせるため、基本となる臨床科目の知識をしっかり身につけ、歯
科治療の手順を十分理解し、診療の流れに即して器材の的確かつ迅速な準備ができ、診療補助の基本的
技術を修得する。

1
後

32 1 ○ ○ ○

51 ○
歯科診療補助
実習Ⅲ

歯科診療補助論Ⅰ・Ⅱで学習した基礎知識と歯科診療補助実習Ⅰ・Ⅱで身に付けた基礎実技を基に、歯
科器材の取り扱い・エックス線撮影補助・口腔内写真撮影・各分野における処置別歯科診療補助を習得
する。
また、臨床実習予備実習を兼ね、総合力をもって活躍できる為の技術の習得を目指す。

2
前

32 1 ○ ○ ○

52 ○
歯科診療補助
実習Ⅳ

歯科診療補助論Ⅰで学習した基礎知識と歯科診療補助実習Ⅰで身に付けた基礎実技を基に、歯科器材の
取り扱い・エックス線撮影補助・口腔内写真撮影・各分野における処置別歯科診療補助を習得する。
また、臨床実習予備実習を兼ね、総合力をもって活躍できる為の技術の習得を目指す。

2
後

32 1 ○ ○ ○

53 ○ 臨地実習Ⅰ
業務の流れを理解し、基本的な共同作業や器材・薬剤の取り扱いを習得し、安全な医療のための技術態
度を身に付ける。歯科衛生活動の重要性を学び、医療人としての心構えや目標を持つ。

2
後

315 7 ○ ○ ○

54 ○ 臨地実習Ⅱ
疾患や対象者を理解し、ニーズに応じた歯科衛生が実践できる能力を身に付ける。更に臨地実習を通し
てさまざまな対象者や関連他職種の方々と積極的に関わり、あわせて医療人として、また社会人として
の自覚を養う。

3
前

585 13 ○ ○ ○ ○

55 ○ 総合歯科学
臨地実習での体験を通じ、口腔の健康について更に理解が深まるように多様な面から学習内容を統合化
させ、総合的問題解決能力を向上させる。

3
後

96 6 ○ ○ ○ ○

56 ○ ○ 審美歯科学
審美の概念を学ぶとともに、審美修復に必要な知識を身に付け、臨床の場で実施されている最新の審美
歯科学も理解する。また、継続した口腔ケアを通して、さまざまな口腔状況・全身疾患を持った患者さ
んへのヘルスケアだけでなく、プライマリケア領域でおこなう歯科専門知識を取得する。

3
前

32 1 △ ○ ○ ○

57 ○ ○ 歯科東洋医学

近年になり、西洋医学・補完代替医療を問わず患者にとってどの治療法が最良なのかを検討し、実践す
る「統合医療」が注目され、さまざまな医療分野で取り入れられている。これは従来からある病気やそ
の原因に注目する医療ではなく、患者の心身を診ていく医療と言うことができる。補完代替医療とは東
洋医学である鍼灸や漢方などの治療法である。歯科治療においても心身をリラックスさせることで痛み
を和らげるなど様々な効果が期待できる。
本授業では東洋医学独自の考え方や治療法を提示し、歯科診療の場で役立てられるような方法を学習す
る。

3
後

16 1 ○ ○ ○

58 ○ ○
臨床検査学演
習

臨床において、症例の現状を把握する手段の一つとして臨床検査が有り、基本的な検査法名と手技、基
準値について学習させる。

1
通

32 1 △ ○ △ ○ ○

59 ○ ○
歯科医学演習
Ⅰ

免疫学と衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学を基本に予防歯科学について学習する。
専門基礎分野の各科目の枠を超えて総合的な学習を行い、学科目を横断的に理解し、以後の専門分野の
学科目への連続性を学ぶ。

1
通

32 1 ○ ○ ○ ○

60 ○ ○
歯科医学演習
Ⅱ

ライフステージを通じ、歯・口腔の健康管理に必要な事柄を基礎的・臨床的見地から多角的に学習す
る。

2
前

16 1 ○ ○ ○ ○

61 ○ ○
歯科臨床演習
Ⅰ

1年次前期で履修した歯科診療補助実習・歯科予防処置実習内容を確認すると共に総合的能力を身につけ
る。

1
前

32 1 ○ △ ○ ○

62 ○ ○
歯科臨床演習
Ⅱ

2年次後期で履修した歯科診療補助実習・歯科予防処置実習内容を確認すると共に、相互実習を通じ歯科
衛生業務の総合的能力を身につける。

1
後

32 1 ○ △ ○ ○

63 ○ ○
歯科臨床演習
Ⅲ

知識と技術を充実させ、実践に活かすことのできる能力を身につける。更に、歯科衛生過程の基本的な
考え方と展開の方法を学ぶ。

2
前

32 1 ○ △ ○ ○

64 ○ ○ 統合演習Ⅰ
専門基礎分野の各科目に臨床系専門分野の科目を加えて複合的な学習を行い、学科目の枠を越えて横断
的に理解し、以後の基礎系および臨床系学科目の学習に連続性を持たせる。

1
通

32 1 ○ △ ○ ○ ○



65 ○ ○ 統合演習Ⅱ
1年次で履修した専門基礎分野の各科目に臨床系専門分野の科目を加えて複合的な学習を行い、学科目の
枠を越えて横断的に理解し、臨床的視点からも学習する。

2
前

16 1 ○ △ ○ ○ ○

66 ○ ○ 歯科総合演習
3年間の学業の締めくくりとして、基礎歯学・応用歯学における全ての事柄を有機的に整理しながら総合
的学習を行う。各教科を横断的に学習することで問題解決能力を身につけ、国家試験合格や卒業後の研
修や研究意欲向上を目指し学習する。

3
後

64 2 ○ △ ○ ○ ○

67 ○ ○ 研究方法演習

現学生が将来、臨床の場で遭遇するであろうさまざまな問題に対し、解決への道筋をつけ得るために
は、問題点と解決法を「研究」する心と能力を涵養しておくことが必要である。このような観点から本
科目では一つの教育手段として実践の場である臨地実習で各自が体験した症例の中から一つを選定し、
事例研究としてまとめさせることを目的としている。得られた内容・結果は先ずは口頭で、最終的には
事例報告論文として学内および一部学外関係者に発表される。これには適宜、プレゼンテーション法や
文章作成法を導入し、学生の能力向上の助成に努める。

3
後

16 1 ○ ○ ○

68 ○ 職業教育Ⅰ 歯科衛生士及び他職種の資格について知識を深め、職業意識を高める。
1
通

16 1 ○ ○ ○ ○ ○

69 ○ 職業教育Ⅱ
歯科関連職種の実際の活動を体感することにより、歯科医療のイメージをつかみ、更に将来の自身の歯
科衛生士像について考える機会とする。

2
通

16 1 ○ ○ ○ ○ ○

70 ○ 実践教育
これまで学んだ知識・技術を活用して、社会の具体的な課題を解決できる能力を身に付けるために、課
題解決法等を学ぶ。

3
通

16 1 ○ ○ ○ ○ ○

70

期

週

合計 科目 116 単位（2740単位時間）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

23

卒業要件： 卒業要件は必修科目の全単位修得である。

履修方法： 成績評価は学年末において各学期末に行う試験、実習授業の成果、履修状況等を総合的に勘案して行われ、合格者に単位を認定する。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）


